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危機管理 
(1) 国土強靱化の推進 

大阪府北部地震等の災害を踏まえ、大規模自然災害が発生しても「致命的な被害を負わない強さ」と「速

やかに回復するしなやかさ」を持った「強靱な地域」をつくりあげるため、「高槻市国土強靱化地域計画」

に基づく施策を推進している。 

 

(2) 淀川の氾濫に備えた広域避難体制の確保 

甚大かつ広域な被害が想定される淀川の氾濫に備え、避難の実効性確保に向けた方向性（広域避難体制）

や、本市を始め、防災関係機関（ライフライン・交通事業者等）が実施する防災行動を時系列に整理した淀

川広域避難タイムラインを策定し、市民に向けて周知啓発に努めている。 

 

(3) 防災訓練の実施 

高槻市地域防災計画に基づき、防災関係機関の技術向上と相互協力体制の強化を図るとともに、住民の防

災意識の向上に資することを目的として、防災訓練を定期的に実施している。 

① 市民避難訓練 

地域の状況に応じた避難行動や長期化を見据えた避難所運営などについて、更なる習熟と防災意識の高

揚を図る目的で市域を４地区に分け、南西、北東、南東、北西の順に例年１１月下旬に高槻市コミュニティ

市民会議との共催で訓練を実施している。 

② 地域防災総合訓練 

高槻市防災会議の主催で、災害対策基本法及び高槻市地域防災計画に基づき、各防災関係機関との相互

協力体制を強化し、災害対応力の向上を図る目的で実施している。 

③ 災害図上訓練 

災害発生時における市職員の迅速かつ適切な災害対応力を身につけることを目的に実施している。 

   

(4) 防災意識の向上 

平成３０年の大阪府北部地震における教訓等を風化させないことや市民の防災意識の向上を図るための

取組として防災講演会を開催しているほか、職員出前講座や広報誌への防災に関する記事の掲載、防災ハ

ンドブックの配布等、様々な機会を捉えて、事前の備えや災害時における対応など、周知啓発に努めてい

る。 

 

(5) コミュニティタイムラインの策定支援 

淀川等の氾濫に対するコミュニティタイムラインをモデル地区で策定し、地域での避難体制強化につな

げている。 

 

(6) 市民防災組織の育成・充実 

市民防災組織（地区防災会及び自主防災会）の育成と充実を図り、地域防災力の向上を目指すため、市民
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防災組織の構成員等を対象とした防災指導員育成事業については、災害対策に係る様々なテーマの講習を

実施している。また、高槻自主防災組織連絡会が実施する訓練に協力するとともに、同連絡会の定例会や幹

事会における意見交換などを通じて、組織間の連携の強化に取り組んでいる。 

加えて、地域の特性に応じた防災活動のサポートやその活動を支える防災リーダーの育成、市民防災組織

と関係団体との連携強化など、より一層災害に強い人づくり・まちづくりを目指して活動する「高槻市市民

防災協議会」の運営を支援している。 

 

(7) 防災情報の伝達 

① 防災行政無線 

災害時の通信網の確保と的確な広報体制を図るため、昭和６１年に導入したアナログ方式の防災行政無

線設備の老朽化や、山間部や気象条件による聞き取りにくさなどの課題を解消することを目的に、平成２８

年に設備をデジタル方式に更新し、運用している。 

② その他の情報発信 

大阪府防災情報システム及びおおさか防災ネットを活用し、防災情報メールなどによる配信を行うとと

もに、公式Ⅹや公式ＬＩＮＥなどのＳＮＳの活用を始め、情報の取得が困難な方に対して電話やＦＡＸで個

別に通知するなど、多様な手段を用いて防災情報を発信している。 

 

(8) 防災体制の充実 

① 広域避難地等 

火災の延焼拡大によって生じる輻射熱や熱気流から住民等の安全を確保できる概ね１０ｈａ以上の場所

を「広域避難地」として選定している。また、延焼火災に対し、有効な遮断ができる概ね２ｈａ以上の空地

を「準広域避難地」として選定している。 

② 避難所 

災害時の種別に応じ、災害の危険から緊急的に逃れるための場所として「緊急避難場所」と被災者が一

定期間滞在するための場所として「避難所兼緊急避難場所」を指定している。 

③ 備蓄物資 

「大阪府域救援物資対策協議会」の備蓄方針に基づく災害用備蓄物資を整備・更新するとともに、小中

学校等に防災用資機材の備蓄倉庫を設置している。 

④ マンホールトイレ 

大規模災害時において、避難所生活者等の心身の健康を確保するため、「災害用トイレ対策基本方針」に

基づき、マンホールトイレ下部構造物の整備工事に合わせ、便器等の上部構造物及び付属物を整備してい

る。 

⑤ （仮称）危機管理センター 

災害時は、各種情報を一元的に把握し、迅速な災害対策の決定や指揮命令を行う災害対策の中枢拠点と

して、平常時には、防災の普及啓発・研修等、自助・共助力を強化する場として活用する（仮称）危機管

理センターを、総合センター６階に整備している。 
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⑥ 危機管理室分室 

災害発生時における受援体制を更に強化するため、危機管理室分室を整備し、他自治体等から派遣される

応援職員の待機スペース等を確保している。 

⑦ 災害情報共有システム 

災害発生時における職員参集状況や被害情報、避難所状況等の情報を一元的に集約・共有し、迅速かつ適

切な応急対策や市民への情報伝達につなげるため、災害情報共有システムを運用している。 

 

(9) 防災会議の開催 

災害対策基本法に基づき、防災関係機関等により構成される防災会議を開催し、高槻市地域防災計画の 

 作成及び実施を推進している。 

 

(10) 災害見舞金等支給 

本市の住民又は事業者が災害により一定の被害を受けたとき、若しくは本市の住民が災害により死亡し 

たとき、被災者またはその遺族に対し見舞金等を支給している。 

 

(11) 国民保護体制の整備 

武力攻撃等から住民の生命、身体及び財産を保護するため策定した「国民保護計画」、「国民保護措置実

施マニュアル」に基づき、国民保護体制の整備・強化に努めている。 

 

(12) 防犯体制の充実 

安全・安心なまちづくりを推進するため、通学路や駅周辺などの市街地を中心に設置している街頭防犯カ

メラ８１０台の適切な運用管理を行うほか、子どもや女性等を狙った犯罪の抑止を目的に、自治会等が設置

する防犯カメラへの補助を実施するとともに、街頭防犯カメラの設置効果を高めるため、防犯カメラ設置啓

発板を作成・配布している。また、「高槻市・島本町安全なまちづくり推進協議会」において、警察・行政・

事業者・住民・民間団体等が一体となった防犯活動を展開するとともに、高槻警察署や高槻警察署管内防犯

協議会と連携し、地域の自主的な防犯活動の推進を図っている。加えて、防犯啓発と市域の治安向上を目指

し、公用車を活用した青色防犯パトロールの実施や、空き巣防犯啓発板等を配布している。 

 


